
 

類型共通 

 

＜設計において景観形成のために、配慮された事項、考え方等をご記入下さい＞ 

 

 指 針 基 準 景観形成上の工夫・配慮事項 適合 

大 

景 

観 

□ 地域ごとに誇りと

する赤城山をはじ

め、榛名山、妙義

山といった山並み

（以下これらを「赤

城山等」という。）

の眺めを保全する。 

 

 

□ 建築物・工作物（以下これらを「建

築物等」という。）や屋外広告物

は、赤城山等の眺望に配慮した

配置・形態・色彩・意匠・掲出

方法（以下これらを「配置掲出方法」

という。）とする。 

 

 

 □ 

□ 建築物等や屋外広告物は、まち

なみ全体として調和した家並み

やスカイラインを形成するよう、

隣接する建築物等との連続性な

どに配慮した配置掲出方法とす

る。 

 

 

 □ 

□ 建築物等は、配置の工夫や長大

な壁面の適度な分節化（色使い、

素材の使い分け、雁行の採用など）

などにより、まちなみと背景と

なる赤城山等との調和を図る。 

 

 

 
□ 

小 

景 

観 

□ 市域に数多く存在

する多種多様な歴

史の蓄積により形

成された景観資源

を生かしながら、

全体に調和の取れ

たまとまりのある

景観形成を心がけ

る。 

 

 

□ 地区景観を特徴付ける建築物等

や神社、鳥居などの文化資源や

地区景観を特徴付ける樹木や鎮

守の森などの樹木資源に隣接す

る建築物等や屋外広告物は、そ

の景観資源がつくり出す風景に

配慮した配置掲出方法とする。 

 

 

 
□ 

□ 丘陵や河川敷、田園風景など眺

望の対象となる資源に隣接する

建築物等や屋外広告物は、その

配置掲出方法を周辺の風景に調

和させる。 

 

 

 
□ 

□ まとまった緑地や地域のシンボ

ルとなっている樹木は、できる

限り保全する。 

 

 

 

□ 

□ 駐車場や駐車場として使用され

ている空き地は、車の出入り口

の集約化や接道部及び敷地内の

植栽などにより、まちなみの連

続性の確保や周辺の風景との調

和を図る。 

 

 

 □ 

※「景観形成上の工夫・配慮事項」が計画と整合しているか、適合審査を行います。 

 


